
【やさしいお葬式】親が亡くなったらやることチェックリスト

■当日
チェック 項目 内容

□ 1.近親者や会社への連絡 親族へ訃報連絡を行う。知人へは葬儀日程が決まってから連絡する

□ 2.死亡診断書（死体検案書）の受け取り 医師が作成する「死亡診断書」を受け取る

□ 3.葬儀社を手配 葬儀社へ連絡。搬送方法と安置場所を相談する

□ 4.ご遺体の搬送 葬儀社スタッフに搬送してもらう

□ 5.退院手続き（病院で死亡した場合） 費用の清算と手続きを行う

■7日以内
チェック 項目 内容

□ 1.死亡届けの提出 葬儀社が代行可能。

□ 2.火葬許可申請書の提出 死亡届を提出する際に一緒に提出する

□ 3.通夜、葬儀、火葬 葬儀社と相談し、日程やプランを決める

□ 4.火葬証明書の取得 火葬後に受け取る。埋葬時に必要となる

□ 5.初七日法要 「繰上げ法要」とし、葬儀と同日に行われるケースも多い

□ 6.葬儀の精算 葬儀社への支払い手続きを行う

■14日以内
チェック 項目 内容

□ 1.除籍謄本、戸籍謄本の取得 本籍地のある市役所で取得

□ 2.年金の受給停止手続きと未支給年金の請求手続き 年金事務局へ連絡

□ 3.健康保険証の返却 各健康保険事務所へ連絡

□ 4.世帯主の変更 各市区町村の役所で手続きを行う

□ 5.介護保険の資格喪失手続き 各市区町村の役所で手続きを行う

■1年以内
チェック 項目 内容

□ 1.自動車の名義変更 陸運局事務所か自動車検査登録事務所で行う

□ 2.四十九日法要 亡くなってから49日目に行う

□ 3.香典返しの手配 四十九日法要が終わってから1カ月以内にお送りする

□ 4.相続放棄（3ヶ月以内） 相続放棄は、相続を知ってから3ヵ月以内に行う必要がある

□ 5.相続税の納付（10カ月以内） 相続を知った日の翌日から10カ月以内に、税務署で行う

■2～5年以内
チェック 項目 内容

□ 1.葬祭費の請求 各市区町村の役所で手続きを行う

□ 2.高額医療費の請求 年金事務局へ連絡

□ 3.国民年金の死亡一時金請求 年金事務局へ連絡

□ 4.生命保険の請求手続き 保険会社へ連絡

□ 5.遺族年金の請求手続き 年金事務局へ連絡

■随時
チェック 項目 内容

□ 1.クレジットカードの解約 クレジットカードの発行会社

□ 2.パスポートの返納 各市区町村の旅券事務所（パスポートセンター）

□ 3.定期購入サービスの解約 各会社

□ 4.マイナンバーカードの解除 各市区町村の役所で手続きを行う

□ 5.携帯電話の解約 各携帯電話会社

□ 6.銀行の解約 銀行へ口座の名義人が死亡したことを連絡後、口座は凍結される

□ 7.NHKの解約 NHKフリーダイヤル（０１２０－１５１５１５/０５７０－０７７－０７７）へ連絡

□ 8.公共料金の変更手続き 各会社

葬儀に関するご相談・お問い合わせは、

やさしいお葬式まで

【TEL】0120-538-175

【公式HP】https://y-osohshiki.com

24時間365日受け付けております
【お問合せ】 【公式HP】
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